
市県民税の申告は

までです

■
申
告
が
必
要
な
人

○
営
業
、
農
業
、
地
代
、
家
賃
、

　

生
命
保
険
料
の
満
期
返
戻
金

　

等
、
原
稿
料
、
生
命
保
険
契

　

約
等
に
基
づ
く
年
金
等
、
土

　

地
・
建
物
等
の
譲
渡
な
ど
の

　

所
得
が
あ
っ
た
人

○
給
与
所
得
者
（
パ
ー
ト
、
ア

　

ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
）
で
、

　

勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与

　

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

　

い
な
い
人

○ 

平
成
22
年
中
に
途
中
就
職
や

退
職
を
し
た
給
与
所
得
者

で
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い

な
い
人

○
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外

　

の
所
得
（
農
業
、
家
賃
収
入

　

等
）
が
あ
っ
た
人

○
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、

　

社
会
保
険
料
控
除
等
の
所
得

　

控
除
、
配
当
割
額
控
除
、
寄

　

附
金
税
額
控
除
等
を
受
け
よ

　

う
と
す
る
人

○
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
者

○
平
成
22
年
中
に
市
内
に
転
入

　

し
た
人
で
、
障
害
年
金
、
遺

　

族
年
金
の
受
給
者

○
収
入
の
な
か
っ
た
人
（
市
内

　

に
居
住
す
る
人
の
配
偶
者
控

　

除
や
扶
養
控
除
の
適
用
を
受

　

け
て
い
な
い
人
）

○
夫
が
単
身
赴
任
等
で
市
外
に

　

住
所
が
あ
り
、
そ
の
夫
か
ら

　

扶
養
さ
れ
て
い
る
妻
や
20
歳

　

以
上
の
子

○
年
金
、
恩
給
な
ど
の
公
的
年

　

金
等
の
収
入
の
み
の
人
で
、

　

年
間
の
年
金
収
入
が
次
の
金

　

額
を
超
え
る
人
。
た
だ
し
、

　

年
金
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

　

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保

　

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

　

険
料
以
外
の
控
除
の
適
用
を

　

受
け
る
場
合
は
申
告
が
必
要

　

で
す
。

　

65
歳
以
上
の
場
合

　
　
　
　
　
　

＝
１
４
８
万
円

　

64
歳
以
下
の
場
合
＝
98
万
円

○ 

公
的
年
金
受
給
者
で
、
公
的

年
金
等
の
所
得
以
外
の
所
得

（
給
与
、
農
業
、
不
動
産
所

得
等
）
が
あ
っ
た
人

○
本
人
は
市
外
在
住
だ
が
、
本

　

人
又
は
家
族
の
居
住
用
の
家

　

屋
敷
を
鹿
屋
市
内
に
有
す
る

　

人
（
持
家
・
借
家
を
問
わ
な

　

い
）

■
申
告
が
必
要
で
な
い
人

○
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か

　

ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告

　

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
提
出

　

す
る
人

○
生
活
保
護
受
給
者

○
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
の
受

　

給
者
で
、
平
成
22
年
度
市
県

　

民
税
申
告
を
行
っ
た
人

○ 

市
内
に
居
住
す
る
人
（
夫
や

親
な
ど
）
が
年
末
調
整
や
確

定
申
告
を
行
っ
た
際
に
、
配

偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
の
適

用
を
受
け
た
妻
や
子
な
ど

で
、
平
成
22
年
中
に
収
入
が

な
か
っ
た
人

■
申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
に
は
必
要
事
項
を
記
入

　

し
た
申
告
書
と
印
鑑
の
ほ
か

　

に
、
次
の
も
の
を
ご
持
参
く

　

だ
さ
い
。

○
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

　

を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、
保

　

険
会
社
等
が
発
行
し
た
支
払

　

証
明
書
等

○
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場  

　

合
、
そ
の
領
収
書
等
（
扶
養

　

親
族
の
分
も
含
む
）

○
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る

　

場
合
、
国
民
年
金
や
国
民
健

　

康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等

　

の
支
払
証
明
書
等

○
営
業
所
得
や
農
業
所
得
、
不

　

動
産
所
得
の
あ
る
人
は
、
収

　

入
金
額
と
必
要
経
費
の
分
か

　

る
収
支
内
訳
書
や
帳
簿
等

○ 

給
与
、
公
的
年
金
を
も
ら
っ

て
い
る
人
は
、
源
泉
徴
収
票

（
職
場
等
か
ら
交
付
さ
れ
な

い
場
合
は
収
入
金
額
を
証
明

す
る
も
の
）

○
寄
附
を
し
た
場
合
、
日
本
赤

　

十
字
社
等
の
発
行
す
る
領
収

　

書
や
地
方
公
共
団
体
の
発
行

　

す
る
寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納

　

税
）
受
領
証
明
書
・
口
蹄
疫

　

被
害
義
援
金
領
収
書

　

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
人
に
は
、
申
告
書
を

発
送
し
ま
す
が
、
勤
務
状
況
の

変
化
等
に
よ
り
申
告
が
必
要
で

３月１５日（火）

鹿屋地区　市県民税申告相談日程表

期　日 会　場 時　間 町内会名

1／ 25
( 火 )

高隈地区
交流促進
センター

  9:30 ～ 12:00
高隈中央、上別府、
柚木原、重田、谷田、 
瀬戸野、柏木

黒　坂
公民館   9:30 ～ 12:00 大黒 ( 大堀、黒坂、

吉ヶ別府、仮屋 )
はらいがわ
ふれあい
センター

13:30 ～ 16:00 上祓川、祓川

東　原
研修館 13:30 ～ 16:00 東原

1／ 26
( 水 )

笠之原
公民館   9:30 ～ 12:00 笠之原

打　馬
公民館

  9:30 ～ 10:30 王子、打馬
10:30 ～ 12:00 下祓川、西祓川、弥生

鹿屋東地区学
習センター 13:30 ～ 16:00 新川、寿８丁目

農業研修
センター

13:30 ～ 14:30 寿３丁目、寿４丁目

14:30 ～ 16:00 札元１丁目、
札元２丁目、旭原

1／ 27
( 木 )

寿５丁目
公民館

  9:30 ～ 10:30 寿５, ６丁目、
寿７丁目、泉ヶ丘

10:30 ～ 12:00 緑山、寿２丁目
川西公民館   9:30 ～ 12:00 川東、川西
野里集落
センター 13:30 ～ 16:00 野里、上野

上田崎ｺﾐｭ
ﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 13:30 ～ 16:00 田崎、上田崎

1／ 28
( 金 )

大姶良
出張所   9:30 ～ 12:00 横山、下堀

萩塚集落
センター   9:30 ～ 12:00 名貫、萩塚、池園

大姶良
出張所 13:30 ～ 16:00 大姶良東、

大姶良西、田淵
萩塚集落
センター 13:30 ～ 16:00 飯隈、星塚、

永野田

期　日 会　場 時　間 町内会名

1／ 31
( 月 )

西 原 地 区
学 習 セ ン
ター

  9:30 ～ 10:30 今坂、郷之原

10:30 ～ 12:00

西原２丁目東、
西原２丁目西、
西原 2丁目中央、
西原 4丁目

13:30 ～ 14:30 上谷、新生

14:30 ～ 16:00 大浦、西原１丁目、
西原３丁目

2／ 1
( 火 )

南 町 集 落
センター   9:30 ～ 12:00 南、獅子目

小　薄
公民館   9:30 ～ 12:00 小薄、高牧、有武

鶴　羽
公民館   9:30 ～ 12:00 花里、花岡、

鶴羽、根木原
高須地区学
習センター 13:30 ～ 16:00 高須、浜田

花 岡 地 区
公民館 13:30 ～ 16:00 海道、古里、

白水、一里山

2／ 2
( 水 )

市役所
６０１会議室

  9:30 ～ 12:00

古前城、本町、北
田、東大手、西大
手、大手町、朝日

13:30 ～ 16:00 向江、昭栄、共栄、
曽田、白崎、新栄

古 江 下 集
会場   9:30 ～ 12:00 古江（新、本、港、

西、中）

天 神 町 構
造 改 善 セ
ンター

13:30 ～ 16:00 船間、小野原、
天神

2／ 27
( 日 )

市役所
税務課   9:00 ～ 16:00 平日に都合がつか

ない人

3／ 7( 月 )

～

　  15( 火 )

市役所
601 会議室
（土、日を
除く）

  9:00 ～ 16:00 申告期間中、都合
がつかない人

な
い
場
合
や
、
申
告
書
が
届
か

な
く
て
も
申
告
が
必
要
な
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

各
地
区
の
公
民
館
等
で
申
告

を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
日
程

表
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※ 

原
則
と
し
て
１
月
25
日
（
火
）

か
ら
３
月
４
日
（
金
）
ま
で

の
間
、
市
役
所
及
び
各
総
合

支
所
で
は
申
告
の
受
付
は
行

い
ま
せ
ん
の
で
、
最
寄
り
の

会
場
か
、
も
し
く
は
、
３
月

７
日
（
月
）
か
ら
15
日
（
火
）

の
間
、
市
役
所
で
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
年
は
申
告
会
場
を

一
部
統
合
し
ま
し
た
の
で
、
昨

年
と
会
場
が
変
更
に
な
っ
て
い

る
地
区
が
あ
り
ま
す
。
申
告
相

談
日
程
表
内
の
町
内
会
名
欄
の

□
で
く
く
っ
た
町
内
会
が
変

更
に
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
税
務
課
市
民
税
班

　

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

２
１
１
１

　

内
線
３
１
１
４
・
３
１
１
５

　

各
総
合
支
所

　

地
域
振
興
課
税
務
収
納
班

市
県
民
税
の
申
告
は
最
寄
り
の
会
場
で
！

　

平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
で
鹿

屋
市
に
住
所
の
あ
る
次
の
人
は
、

平
成
22
年
中
の
所
得
状
況
を
申
告

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
申
告
は
、
市
民
税
・
県
民

税
の
課
税
資
料
と
な
る
ば
か
り
で

な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護

保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
資
料
に
な
る
ほ
か
、
公
営
住

宅
、
児
童
扶
養
手
当
、
保
育
園
、

幼
稚
園
就
園
補
助
金
、
融
資
な
ど

の
申
請
に
必
要
な
諸
証
明
の
も
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
人

は
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
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